
（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業 
 

重重  要要  事事  項項  のの  概概  要要  
 
１．事業所名      グループホーム CHIAKIほおずき神戸玉津 
 
２．介護保険事業所番号 ２８９５２０００８３ 
 
３．事業所所在地    兵庫県神戸市西区二ツ屋２－１５－６ 
 
４．指定（更新）年月日 令和 5年 4月 1日 
 
５．電話番号      ０７８－９２２－７３０７ 
 
６．利用定員      ２ユニット１８名（１ユニット９名） 
 
７．管理者名      松 尾 一 生 
 
８．事業所の基本職員体制 
職種 勤務の内容 勤務形態 

施設長（管理者） 

従業者及び業務の実施状況の把握とその他
の業務の管理を一元的に行うとともに、法
令等において規定されている指定認知症対
応型共同生活介護（介護予防認知症対応型
共同生活介護）の実施に関し、事業所の従
業者に対し遵守すべき事項についての指揮
命令を行います。 

１名(常勤兼務、介護
従業者を兼務) 

計画作成担当者 適切なサービスが提供されるよう介護計画
を作成します。 

２名（介護従業者と
兼務） 

介護従業者 

ご利用者に対し必要な介護及びお世話、 

支援を行います。 

１２名（内、介護従
業者 １０名、計画
作成担当者を兼務
２名）夜間は、夜勤
者２名です。 

看護職員 
ご利用者の健康管理及び看護を行うととも
に、事業所における衛生管理等の業務を行
います。 

1 名以上（介護従業
者を兼務） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
９．サービスの特徴 

  家庭的でこじんまりとした生活空間の中、少人数の認知症高齢者が継続的なグループを

保ち、ケアを受けながら出来るだけ自立して生活するための「家」です。 

高齢者自身が「生活の主体者」となり、個々に残された残存機能を最大限に活かせる為

に必要なケアを提供します。 

 
10．利用についての留意事項 

 (1) 要介護認定の判定結果が、要支援２～要介護５のいずれかであることが必要です。 

(2) 主治の医師の診断書等により利用申込者が認知症の状態にあると確認できることが

必要です。 

(3) 少人数による団体行動が営むことができることが必要です。 

(4) 利用後、著しい体力の低下、病状の悪化、団体生活が困難と判断される場合は、退

居していただくことがあります。 

(5) グループホームは地域密着型サービスであるため、原則、当事業所の所在する市町

の介護保険被保険者であることが必要です。 

また、当該サービスをご利用中に、他市町に住所変更された場合は、原則、介護保

険制度による当該サービスは当事業所でご利用が出来なくなります。なお、他市町

に住所変更された場合は、全額自己負担になる恐れがございますので、事前に事業

所へ必ずご相談下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11．利用料金 
(1) 入居料金  入居時の敷金２００，０００円 

(2)認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 
負担割合 

1割負担 ２割負担 ３割負担 

1日 

あたり 

1 月あたり 

（30日） 

1日 

あたり 

1 月あたり 

（30日） 

1日 

あたり 

1 月あたり 

（30日） 

介

護

保

険

負

担

金 

基

本 

料

金 

 

要支援 2（介護予防） 790円 23,684円 1,579円 47,367円 2,369円 71,050円 

要介護 1 794円 23,810円 1,588円 47,620円 2,381円 71,430円 

要介護 2 831円 24,917円 1,661円 49,833円 2,492円 74,750円 

要介護 3 856円 25,676円 1,712円 51,351円 2,568円 77,027円 

要介護 4 873円 26,182円 1,746円 52,363円 2,619円 78,544円 

要介護 5 891円 26,719円 1,782円 53,438円 2,672円 80,157円 

 
利用者の入院中の体制 

（1月あたり最大 6日） 
260円  519円  778円  

 夜間支援体制加算 （Ⅰ） 53円 1,581円 106円 3,162円 159円 4,743円 

 （Ⅱ） 27円 791円 53円 1,581円 79円 2,372円 

〇 若年性認知症利用者受入加算 127円 3,795円 253円 7,589円 380円 11,384円 

〇 

看取り介護加算（死亡日以前

31日以上 45日以下） 
76円 2,277円 152円 4,554円 228円 6,830円 

（死亡日以前 4～30日） 152円 4,554円 304円 9,107円 456円 13,660円 

（死亡日前日及び前々日） 717円 21,502円 1,434円 43,004円 2,151円 64,505円 

（死亡日） 1,350円 40,474円 2,699円 80,948円 4,048円 121,421円 

〇 

初期加算（利用開始日から 30

日）（1月以上の入院後の再入

居から 30日間） 

32円 949円 64円 1,898円 95円 2,846円 

〇 
協力医療機関

連携加算(月) 

Ⅰ  106円  211円  317円 

Ⅱ  43円  85円  127円 

 医療連携加算 

（要支援除く） 

Ⅰイ 60円 1,803円 120円 3,605円 180円 5,407円 

 Ⅰロ 50円 1,487円 99円 2,973円 149円 4,459円 

〇 Ⅰハ 39円 1,170円 78円 2,340円 117円 3,510円 

 Ⅱ 6円 159円 11円 317円 16円 475円 

〇 
退居時情報提供加算 

（1回につき） 
264円  527円  791円     

〇 

退居時相談援助加算（退居後、

居宅サービス・地域密着サー

ビスを利用される場合の相談

援助）1回限り 

422円  844円  1,265円  

 認知症専門ケア 

加算 

（Ⅰ） 4円 95円 7円 190円 10円 285円 

 （Ⅱ） 5円 127円 9円 253円 13円 380円 

 認知症チーム 

ケア推進加算(月) 

（Ⅰ）  159円  317円  475円 

 （Ⅱ）  127円  253円  380円 

 生活機能向上連携

加算（月） 

（Ⅰ）  106円  211円  317円 

〇 （Ⅱ）  211円  422円  633円 

 栄養管理体制加算(月)  32円  64円  95円 

〇 口腔衛生管理体制加算（月）  32円  64円  95円 

〇 
口腔・栄養スクリーニング 

（1回/6月） 
21円  42円  63円  

〇 科学的介護推進体制加算(月)  43円  85円  127円 

 高齢者施設等感染 

対策向上加算(月) 

（Ⅰ）  11円  21円  32円 

 （Ⅱ）  6円  11円  16円 

 新興感染症等施設療養費（月5回まで） 253円  506円  759円  

 生産性向上推進体

制加算(月) 

（Ⅰ）  106円  211円  317円 

 （Ⅱ）  11円  21円  32円 

〇 サービス提供体制

強化加算 

（Ⅰ） 24円 696円 47円 1,392円 70円 2,087円 

 （Ⅱ） 19円 570円 38円 1,139円 57円 1,708円 

 （Ⅲ） 7円 190円 13円 380円 19円 570円 

〇 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 利用合計額に 18.6％相当 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 利用合計額に 17.8％相当 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 利用合計額に 15.5％相当 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 利用合計額に 12.5％相当 

 
※ なお、利用者の負担額は介護保険負担割合証の利用者負担の割合によります。 
※介護職員処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。 
(3) 毎月の料金 家賃    ８３，０００円（１月あたり） 

          共益費    ８，０００円（１月あたり） 
水道光熱費 １９，０００円（１月あたり） 
食材料費  ３３，０００円（１月あたり）（30日間） 

(4) その他の日常生活費用 
理美容代、オムツ代、医療費、個人の嗜好品購入などについては、実費負担となります。 

 
12．協力医療機関 

医療法人社団百聞会 神戸市西区小山1丁目3-27 内科・消化器内科・糖尿病内科 

神戸医療生活共同組合生協なでしこ歯科 西区前開南町 1丁目 2-25 歯科 

 
13．サービスについての苦情 
(1)苦情の窓口  (受付時間 9：00～17：00） 

窓口担当者 平田 龍太郎 ０７８－９２２－７３０７ 

 
(2)その他の苦情窓口 

神戸市消費生活センター ０７８－３７１－１２２１ 

兵庫県国民健康保険団体連合会 ０７８－３３２－５６１７ 

養介護施設従事者等による高齢者虐待通報専用電話(監査指導部内) ０７８－３２２－６７７４ 

神戸市福祉局監査指導部 ０７８－３２２－６３２６ 

 
14． 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無 有  ・  無 

実施した評価機関の名称 一般社団法人 ライフ・デザイン研究所 

評価結果の開示状況 ・事業所玄関に文書により掲示 

・インターネット上に開設する事業所ホームペー
ジに掲載 

（https://chiaki-hozuki.co.jp/facility/69/） 

 

https://chiaki-hozuki.co.jp/facility/69/

